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国土強靱化に資する関係府省庁の税制改正事項は以下のとおり。 
 
＜浸水対策＞ 

【延長】 

①浸水被害対策のための雨水貯留浸透施設の整備に係る特例措置の延長 

（固定資産税） 

流域内の浸水被害を防止・軽減させるため、あらゆる関係者が協働して流

域対策を行う「流域治水」の取組を推進するための特定都市河川浸水被害対

策法または下水道法の制度に基づく認定計画により、民間事業者等が設置し

た雨水貯留浸透施設の固定資産税の課税標準については、１／３を参酌して

１／６以上１／２以下の範囲内において市町村の条例で定める割合とする特

例措置を３年間延長する。 
（国土交通省） 

 
【延長】 

②高規格堤防整備事業に伴い取得する建替家屋に係る特例措置の延長 

（不動産取得税、固定資産税） 

高規格堤防整備事業により家屋の移転の対象となった者に対し、高規格堤

防特別区域の公示日から２年以内に建替家屋を取得した場合の不動産取得税

について、課税標準から従前家屋の価格を控除する特例措置を２年間延長す

る。また、高規格堤防整備事業のために使用された土地に従前権利者が取得

した建替家屋の固定資産税について、従前権利者居住用住宅については２／

３、従前権利者非居住用住宅及び非住宅用家屋については１／３を、新築後

５年間減額する特例措置を２年間延長する。                                
（国土交通省） 

 
＜津波対策＞ 

【延長】 

③津波避難施設に係る特例措置の延長（固定資産税） 

津波防災地域づくりに関する法律に基づいて、都道府県が指定した津波災

害警戒区域における指定避難施設又は協定避難施設について、その避難の用

に供する部分及び避難施設に附属する避難の用に供する償却資産（誘導灯、

誘導標識、自動解錠装置等）に対する固定資産税の課税標準の特例措置を３

年間延長する。                                
（国土交通省・内閣府） 

 
【延長】 

④津波対策に資する港湾施設等に係る特例措置の延長 

（固定資産税） 

市町村が策定した「津波防災地域づくりを総合的に推進するための計画」

に基づき、民間企業が臨港地区内で取得・改良を行った津波対策に資する港

湾施設等（防潮堤、護岸、胸壁、津波避難施設）に係る課税標準の特例措置

を４年間延長する。 

（国土交通省・内閣府） 
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＜大規模倒壊の防止＞ 

【延長】 

⑤既存住宅の耐震改修に係る特例措置の延長（所得税、固定資産税） 

昭和５６年５月３１日以前に建築された家屋について一定の耐震改修工事

を行った場合、標準的な工事費用相当額（上限２５０万円）の１０％等を工

事年分の所得税額から控除する特例措置を２年間延長する。また、昭和５７

年１月１日以前から所在する住宅について一定の耐震改修工事を行った場

合、翌年度の固定資産税額を１／２減額する特例措置を２年間延長する。

（通行障害既存耐震不適格建築物の耐震改修については、翌年度から２年間

の固定資産税額を１／２減額する特例措置を２年間延長する。） 

（国土交通省・内閣府） 
 
＜情報伝達ルートの確保＞ 

【延長】 

⑥ローカル５Ｇ無線局の償却資産に係る特例措置の延長 

（固定資産税） 

安全性・信頼性、供給安定性及びオープン性が確保された５Ｇ設備の導入

を促す観点から、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の

促進に関する法律に基づく認定導入計画に基づき、ローカル５Ｇ免許人が取

得した一定のローカル５Ｇ設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置を１

年間延長する。 

                                 （総務省） 
 

＜エネルギー供給源の多様化・分散化＞ 

【拡充・延長】 

⑦再生可能エネルギー発電設備の固定資産税に係る特例措置の拡充・延長 

（固定資産税） 

地域と共生した再生可能エネルギーの最大限の導入を進めるため、再生可

能エネルギー発電設備の固定資産税を軽減する措置について、ペロブスカイ

ト太陽電池を用いた一定の発電設備（1,000kW 未満）や、地球温暖化対策の

推進に関する法律に規定する認定地域脱炭素化促進事業計画に従って取得し

た一定の設備を対象に追加する拡充を行った上で、適用期限を２年間延長す

る。 

（経済産業省・農林水産省・環境省） 
 
＜地方拠点強化＞ 

【拡充・延長】 

⑧地方における企業拠点の強化を促進する税制措置の拡充・延長 

（所得税・法人税等） 

企業の地方移転や地方拠点の拡充を促進し、地方における雇用創出を図る

ため、地方拠点強化税制の適用期限を２年間延長するとともに、制度の対象

となる事業部門の追加や子育て施設の対象への追加等の拡充を行う。 

     （内閣府） 


